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(57)【要約】
【課題】ワイヤー開閉の際、ループの大きさに依らずル
ープ形状を円環状に保持するとともに、ワイヤー突出の
初期段階であってもワイヤーが捩れることがなく、安定
した位置や向きでループを円環状に開閉できる内視鏡用
スネアを提供すること。
【解決手段】シース１内に並列する２本のケーブル２１
、２２の各々の先端に、ループ形成するワイヤー３の両
端を接続した内視鏡用スネアにおいて、ワイヤー３がル
ープを形成したとき、該ループの一方側の基端部近傍と
なる位置に所定の間隔を設けて遠位側及び近位側の２つ
の折り曲げ部３３、３４を癖付けして設け、該ワイヤー
３を操作する手元操作部４には、並列するケーブル２１
、２２を共にスライドしワイヤー３をシース１から出退
させる第一のスライド手段５と、ワイヤー３の折り曲げ
部３３、３４を設けない側に接続するケーブル２２のみ
をスライドしワイヤーのループを拡縮する第二のスライ
ド手段６を設けて構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性のシースと、
　シース内を摺動する並列した２本のケーブルと、
　２本のケーブルの各々の遠位端に両端を接続し、シースから出退して、突出するときル
ープを形成する弾性のワイヤーと、
　ケーブルを介してワイヤーの出退及びループの拡縮を操作する手元操作部より構成し、
　前記ワイヤーには、該ワイヤーがループを形成したときシース先端近傍となる位置であ
って、ループの一方側の基端部（近位端）となる位置に、所定の間隔を設けて遠位側及び
近位側の２つの折り曲げ部を癖付けして形成し、
　前記手元操作部に、並列するケーブルを共にスライドする第一のスライド手段と、
　前記折り曲げ部を設けない側のワイヤー端部が接続されたケーブルのみをスライドする
第二のスライド手段を備えたことを特徴とする内視鏡用スネア。
【請求項２】
　前記第一のスライド手段によりワイヤーがシースから突出されたとき、前記ワイヤーに
設ける遠位側の折り曲げ部がワイヤーの先端部となる位置に設定される請求項１の内視鏡
用スネア。
【請求項３】
　前記第一のスライド手段のスライド幅は、遠位側と近位側の折り曲げ部の間隔よりわず
かに長く設定される請求項１乃至２のいずれかの内視鏡用スネア。
【請求項４】
　前記弾性のワイヤーは金属撚り線より形成される請求項１乃至３のいずれかの内視鏡用
スネア。
【請求項５】
　前記金属撚り線よりなるワイヤーはブラスト加工を施してなる４の内視鏡用スネア。
【請求項６】
　前記ワイヤーは超弾性合金より形成される請求項１乃至３のいずれかの内視鏡用スネア
。
【請求項７】
　前記超弾性合金よりなるワイヤーは断面を三角形に形成する請求項６の内視鏡用スネア
。
【請求項８】
　前記ワイヤーに癖付けされる遠位側の折り曲げ部は、形成されるループの外方に向けた
突起として形成される請求項１乃至７のいずれかの内視鏡用スネア。
【請求項９】
　前記ワイヤーに癖付けされる近位側の折り曲げ部は、形成されるループ外方に向けてワ
イヤーをほぼ直角に曲げて形成される請求項１乃至８のいずれかの内視鏡用スネア。
【請求項１０】
　前記手元操作部は、シースを接続する操作部本体と、
前記ワイヤーの折り曲げ部を形成した側の端部とケーブルを介して接続する前記第一のス
ライド手段を構成する第一のスライダーと、
前記ワイヤーの折り曲げ部を設けない側の端部とケーブルを介して接続する第二のスライ
ド手段を構成する第二のスライダーを備え、
各々のスライダーは操作部本体を軸として規定の可動域をスライド範囲として設定される
請求項１乃至９のいずれかの内視鏡用スネア。
【請求項１１】
　前記第一のスライダーは、弾性部材により当該スライド範囲の遠位側に付勢されてなる
請求項１０の内視鏡用スネア。
【請求項１２】
　前記第一のスライダーまたは操作部本体の近位端のいずれか、及び、第二のスライダー
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には手指による操作のための操作リングを備える請求項１０乃至１１のいずれかの内視鏡
用スネア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の鉗子チャンネルを通して体内に挿入し、ループ状に形成されるワイ
ヤーによりポリープ等の組織を捕捉切除する内視鏡用スネアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の鉗子チャンネルに挿入してポリープを切除するために用いる内視鏡用スネアは
、シース内に挿通された操作ワイヤー（ケーブル）の先端にループ状のワイヤーが延設さ
れており、手元側からケーブルを前進・後退させることにより、ワイヤーがシースの先端
から出退するもので、シースから突出したワイヤーが自己弾性力によりループ状に拡開し
、このループ内にポリープを捕捉し、ループを閉じながら高周波焼灼することでポリープ
が切除されるといったものである。そして、ワイヤーは細径のシース内に閉じられて収容
され、突出時に拡開する態様に形状付されており、その多くの拡開時の形状は、軸方向に
長く幅方向に短い楕円あるいは多角形として形成されている。
【０００３】
　そして、ループの縦長傾向はワイヤーを徐々に押出す構成であるため押出しの長さ（突
出長）が短いほど顕著で、突出初期段階ではほとんど拡開されておらず、ポリープを捕捉
するのに十分な幅を確保するためには押出し長さを長くする必要があるなど、特に小さな
ポリープに対しては操作性が良く無いといった問題があった。
【０００４】
　これに対し、シースからワイヤーを突出してループを形成する際、突出初期段階の小さ
なループであっても幅のある円環状を形成することで、小さなポリープでも容易に安定し
た捕捉ができるとした内視鏡用スネアが提案されている。（特許文献１）このスネアは、
従来の一般的なスネアに設けられているループの先端にワイヤーを折り曲げて形成する突
起部を設けることなく、１本のワイヤーの一端を、シース先端部分に設けた先端チップに
取り付け、他端を、シース内をスライドするケーブル先端に接続して形成するもので、該
ワイヤーがシースから突出するとき、シースの軸に対して片側に偏った形態の円環状に拡
開される構成としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１７－１３６１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記構成の内視鏡用スネアによると、ワイヤーにより形成されるループは突出初期段階
であっても軸方向に長い楕円とはならずにポリープが捕捉しやすい幅を持った円環状を呈
することが期待されるが、ワイヤーに特別な加工部等がないためループ形成段階での保形
が不安定で、特に、ワイヤー突出の初期段階で該ワイヤーが捩れてループが反転してしま
い、ループの位置や向きが変わるなど安定した位置でのループ形状の拡開が困難となる問
題が残されていた。
【０００７】
　そこで、本発明は、内視鏡を介してポリープ等の組織を切除する内視鏡用スネアにおい
て、シースからワイヤーを突出させ拡開、閉塞する際にループの大きさに依らずループ形
状を円環状に保持するとともに、ワイヤー突出の初期段階であってもワイヤーが捩れるこ
とがなく、常に安定した位置や向きでループを円環状に拡縮することのできる内視鏡用ス
ネアの提供を課題とした。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の内視鏡用スネアは、可撓性のシースと、シース内を摺動する並列した２本のケ
ーブルと、該２本のケーブルの遠位端各々に両端を接続する弾性のワイヤーと、ケーブル
を介してワイヤーを操作する手元操作部から構成され、該手元操作部の操作によりシース
からのワイヤーの出退及びワイヤーでのループの拡縮が行われる。そして、ループが形成
されるワイヤーには、該ループが形成されたときにシース先端近傍となる位置であってル
ープの一方側の基端部（ワイヤー突出部の一方側の近位端部）となる部位に、所定の間隔
を設けて遠位側及び近位側の２つの折り曲げ部を癖付けして設け、前記手元操作部には、
並列するケーブルを共にスライドしワイヤーをシースから出退させる第一のスライド手段
と、折り曲げ部を設けない側のワイヤー端部が接続されたケーブルのみをスライドしワイ
ヤーによるループを拡縮する第二のスライド手段を設けて構成する。
【０００９】
　また、各部は次のように構成あるいは形成されることが好ましい。
・前記ワイヤーに癖付けされた遠位側の折り曲げ部は、第一のスライド手段によりシース
から突出されたとき、該ワイヤーの先端部となる位置に設定される。
・前記第一のスライド手段のスライド幅は、前記遠位側と近位側の折り曲げ部の間の長さ
よりわずかに長く設定される。
・前記ワイヤーは、金属撚り線により形成され、必要に応じ表面にブラスト加工を施す。
・前記ワイヤーは、超弾性合金により形成されても良く、その際の断面は三角形に形成さ
れても良い。
・前記ワイヤーに癖付けされる遠位側の折り曲げ部は、形成されるループの外方に向けた
突起として形成される。
・前記ワイヤーに癖付けされる近位側の折り曲げ部は、形成されるループ外方に向けてワ
イヤーをほぼ直角に曲げて形成される。
・前記手元操作部は、シースを接続する操作部本体と、前記ワイヤーの折り曲げ部を形成
した側の端部とケーブルを介して接続する前記第一のスライド手段を構成する第一のスラ
イダーと、前記ワイヤーの折り曲げ部を設けない側の端部とケーブルを介して接続する第
二のスライド手段を構成する第二のスライダーを備え、各々のスライダーは操作部本体を
軸として規定の可動域をスライド範囲として設定される。
・前記第一のスライダーは、弾性部材により該スライダーのスライド範囲の遠位側に付勢
されてなる。
・前記第一のスライダーまたは操作部本体の近位端のいずれか、及び、第二のスライダー
には手指による操作のための操作リングを備える。
【００１０】
（作用）
　前記手段の内視鏡用スネアによると、シースからワイヤーを突出してループを形成する
際、第二のスライド手段によりループを拡開するのに先立ち第一のスライド手段によりワ
イヤーの２つの折り曲げ部をシースから突出しておくことで、第二のスライド手段により
折り曲げ部のない側のワイヤーを突出してループを形成、拡開する段階において、該２つ
の折り曲げ部がワイヤーの一方側の基端部で該ワイヤーの位置や方向を安定して保持する
ことで、形成される円環形状のループ全体も安定して保形でき、従来のループ形成初期段
階で見られるワイヤーの捩れが防止され、安定した円環形状を保持しつつループ径を拡縮
することができる。
【００１１】
　また、第一のスライド手段によるワイヤーの突出先端部を遠位側の折り曲げ部とするこ
とで、該折り曲げ部がシース内に収容されているときの先端部ともなり、収容や突出のた
めのスライドをスムーズなものとすることができる。また、第一のスライド手段のスライ
ド幅が遠位側と近位側の折り曲げ部の間隔よりわずかに長く設定されることで、形成され
るループの基端部（ワイヤーの一方側の突出近位端部）が近位側の折り曲げ部となり、前
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記の通り基端部（近位端部）で保形されることで形成されるループ形状を保持しやすい。
【００１２】
　更に、ワイヤーに撚り線や超弾性合金を用いることにより意図しない折り癖を付けるこ
となくループへの形状変形が可能で、また、折り曲げ部を容易に形成することができる。
そして、撚り線にブラスト加工を施したり、超弾性合金の断面を三角形としたりすること
でポリープ捕捉のさいの滑りを防止した確実な掴持を可能にする。
【００１３】
　加えて、ワイヤーの遠位側の折り曲げ部を突起として形成することで、該突起部分での
ワイヤーの湾曲が抑えられ一層安定したループ形状の保形が期待され、また、単に直角等
に曲げた場合に比べ、該部分の両側が広い角度に（より直線的に）開かれるためワイヤー
が一層円環状に近いループを形成する。
【００１４】
　また、第一のスライダーを弾性部材によりスライド範囲の遠位側に付勢することにより
、第一のスライダーの遠位側への操作は弾性部材の付勢により自然に成されるため不要と
なり、近位側への操作は、該第一のスライダーの遠位側に設ける第二のスライダーの操作
と一体とすることができ、スライド手段を２つ設けていてもワンハンドでの操作が可能と
なる。また、所定の位置に操作リングを備えることにより３本あるいは４本の指による安
定した操作が可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の手段及び作用によると、シースからワイヤーを突出させ拡開、閉塞する際にル
ープの大きさに依らずループ形状を円環状に保持することができるとともに、ワイヤー突
出の初期段階であってもワイヤーが捩れることがなく、常に安定した位置でループを拡縮
できることで、様々な大きさ、特に小さなポリープに対しても容易で安定した捕捉を可能
とする内視鏡用スネアを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一の実施の形態の内視鏡用スネアを示す全体構成図で、最大のループ
が形成された状態。
【図２】前記形態のワイヤー及び先端部分の内部構成を示す拡大図。
【図３】前記形態の手元操作部分の内部構成を示す拡大図。
【図４】前記手元操作部の開口側からの側面図。
【図５】前記形態の初期状態で第一スライド手段を遠位端に配置し、ワイヤーの折り曲げ
部までがシースから突出した状態を示す全体構成図。
【図６】前記ワイヤーの折り曲げ部までが突出した状態のワイヤー部分を示す拡大図。
【図７】前記形態のシース内にワイヤー全体が収容された状態を示す全体構成図。
【図８】前記ワイヤーが収容された状態の先端部分の内部構成を示す拡大図。
【図９】前記形態の第二のスライド手段を中途までスライドして、ワイヤーがループ形成
した状態を示す全体構成図。
【図１０】本発明の第二の実施の形態の内視鏡用スネアを示す全体構成図で、シース内に
ワイヤー全体が収容された状態。
【図１１】前記の形態のワイヤーが最大のループが形成された状態を示す全体構成図。
【図１２】前記形態のワイヤー及び先端部分の内部構成を示す拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態につき図面を参考に詳細に説明する。
　図１は本実施の形態の内視鏡用スネアを示す全体構成図で、ワイヤーが最大のループを
形成した状態を示しており、図２はそのワイヤー及び先端部分を、図３、図４は手元操作
部を示しており、図３は内部構成を示す正面図、図４は開口側からの側面図を示している
。尚、手元操作部は全体構成が分りやすいように第二のスライド手段を中途までスライド
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した段階の状態を示しており、弾性部材（スプリング）は隠れ線（点線）で描くところ理
解を容易とするため実線で示している。
【００１８】
　本形態の内視鏡用スネアは、内視鏡の鉗子チャンネルに挿入可能な径及び長さを備えた
可撓性を有する長尺なシース１と、
　シース１内に配置して該シース１と軸方向に相対してスライドする２本並列に設けられ
る第一のケーブル２１及び第二のケーブル２２と、
　該第一及び第二のケーブル２１、２２の各々の先端に接続チップ２３、２４を介して両
端を接続する一連のループを形成するワイヤー３と、
　該ワイヤー３のシース１からの出退並びにループの形成及び拡縮の操作を、ケーブル２
１、２２を介して行う手元操作部４により構成する。
【００１９】
　シース１は、鉗子チャンネルへの挿入やスネアの操作性が考慮され、可撓性であっても
比較的硬質で軸方向への延伸性や表面摩擦抵抗の小さな、例えば、ポリプロピレンやフッ
素系樹脂のような樹脂により形成される外筒チューブで、サイズは内視鏡の鉗子チャンネ
ルに適合したものが選択されれば良いか、本例においては、一般的な鉗子チャンネルに無
理なく使用できる外径２．６ｍｍ、長さ１６００ｍｍ（有効長）のフッ素樹脂チューブが
用いられた。そして、シース１の近位端は手元操作部４の先端にシース基４２により接続
されてなる。
【００２０】
　ケーブル２１、２２はシース１内に２本並列して設けられており、鉗子チャンネル内で
の操作性を考慮し適度な可撓性と剛性を併せ持ち、軸方向への延伸性が小さく、更に、手
元操作による動作を確実に先端にまで伝えることのできる追従性を備えたものとして、ス
テンレス等の金属線を複数撚り合せて形成した金属撚線より形成される。そのサイズは、
前記シース１に適合して該シース内腔を２本が無理なく摺動する外径（本例においては、
０．６ｍｍ）に形成される。
【００２１】
　そして、それぞれの遠位端にワイヤー端部３１、３２が接続されるが、後記するワイヤ
ーの折り曲げ部３３、３４を有する側の端部に接続される第一のケーブル２１、及び、折
り曲げ部３３、３４の無い側の端部に接続される第二のケーブル２２がそれぞれの接続チ
ップ２３、２４を介して接続される。一方、近位端は、第一のケーブル２１は後記する手
元操作部４の第一のスライド手段となる第一のスライダー５に、第二のケーブル２２は第
二のスライド手段となる第二のスライダー６に接続するが、それぞれの基側部分にはシー
ス１やワイヤー３の座屈を防止し、また、スライド操作をスムーズにするための第一及び
第二のケーブル２１、２２を被覆する通電性の補強パイプ２５、２６を設け、その近位端
を第一及び第二のスライダー５、６に設けるケーブル接続部７１、８１に接続している。
【００２２】
　ワイヤー３は、前記ケーブル２１、２２より細径のステンレス等の金属細線を複数撚り
合せた撚り線、あるいは、自然状態で展開されたループ形状を採るように記憶付けされた
、例えばＮｉ―Ｔｉ合金等の超弾性合金など、細径なシース１内に収容されても経時変化
による潰れや折り癖などの変形が生じ難い通電可能な金属ワイヤーよりなり、シース１か
ら突出すると拡開して自然に円環状に広がるものとして形成される。また、必要に応じて
撚り線で形成されるワイヤー３にブラスト加工を施したり、超弾性合金で形成されるワイ
ヤーの断面を三角形としたりすると、ポリープを捕捉したさいに滑り難く保持しやすいも
のとすることができる。尚、本例においては、より形状変化を生じ難い０．１ｍｍのステ
ンレス細線を７本撚って形成した金属撚線が用いられた。
【００２３】
　また、ワイヤー３には、前記第一のケーブル２１に接続される側のワイヤー端部３１か
ら所定の距離を設けた位置、即ち、第一のケーブル２１が遠位端にスライドされていると
きにシース１から僅かに突出される位置に、該ワイヤー３をほぼ直角に折り曲げた第二の
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折り曲げ部３４を、該第二の折り曲げ部３４の遠位側に所定の間隔（本例では７ｍｍ）を
設けた位置、即ち、前記第一のケーブル２１が遠位端にスライドされているとき、シース
１から突出された状態（図５、６参照）でワイヤー３の先端部となる位置に、ループの外
方に突出する尖塔状の突起（第一の折り曲げ部）３３を癖付けして形成する。
【００２４】
　そして、前記したとおり第一及び第二の折り曲げ部３３、３４を設けた側のワイヤー端
部３１を第一のスライド手段に延設された第一のケーブル２１に接続チップ２３を介して
接続し、第一及び第二の折り曲げ部３３、３４を設けない側のワイヤー端部３２を第二の
スライド手段に延設された第二のケーブル２２に接続チップ２４を介して接続して形成さ
れる。
【００２５】
　手元操作部４は、遠位端にシース１を接続するシース基４２と近位端に把持リング４４
を備える端部キャップ４３を設けた操作部本体４１と、該操作部本体４１を軸として前後
にスライドする、第一のケーブル２１（補強パイプ２５）が接続される第一のスライド手
段となる第一のスライダー５と、第一のスライダー５より遠位側に配置される第二のケー
ブル２２（補強パイプ２６）と接続される第二のスライド手段となる第二のスライダー６
により構成される。
【００２６】
　操作部本体４１は、ワイヤー３がシース１から突出する長をカバーできるスライド長を
備えた筒状体で、前記の通り遠位側にシース基４２を、近位側に後記するスプリング５２
をホールドする端部キャップ４３とスライド手段をスライド操作するさいに主に母指を入
れての操作把持部となる把持リング４３とをそれぞれ設けて構成する。そして、本例にお
いては、筒状体の中間部（シース基４２及び端部キャップ４３を除く部分）を四角形筒状
のスライド域として形成し、そのひとつの面を開口面としてワイヤー等の内部構造部との
連結面とした。また、スライド域の内面の所定の位置に第一のスライダー５の遠位側への
スライドを規制するストッパー４５を内面への突起として形成している。尚、開口面の構
成は、スライド手段の構造等により操作部本体に相対して備えるスリットなどとしても良
い。
【００２７】
　第一のスライダー５は、操作部本体４１のスライド域の近位側に設けられ、前記ワイヤ
ー３の第一及び第二の折り曲げ部３３、３４部分までをシース１から出退させる長さをス
ライド範囲として操作部本体４を軸に前後に可動（本例ではスライド幅１０ｍｍ）する。
そして、第一のスライダー５が前記ストッパー４５に当接しスライド範囲の遠位側に位置
するとき、前記ワイヤー３の第一及び第二の折り曲げ部３３、３４までがシース１から突
出しており、近位側に位置するとき該折り曲げ部３３、３４を含むワイヤー３全体がシー
ス１内に収容されている。尚、本形態における第一のスライダー５には、操作部本体４内
部で第一のケーブル２１（補強バイプ２５）の近位端部と接続するための金属製の接続ロ
ッド７を側面から挿着して設けており、そのケーブル接続部７１で第一のケーブル２１と
ロー付け等により接続固定される。
【００２８】
　また、第一のスライダー５の近位側には、前記操作部本体４の近位端となる端部キャッ
プ４３が設けられており、該端部キャップ４３内部には第一のスライダー５を遠位側に付
勢するスプリング５２が設けられ、自然状態（スプリングが伸びた状態）で第一のスライ
ダー５をそのスライド範囲の遠位側に保持して、前記ワイヤー３の折り曲げ部３３、３４
部分をシース１から突出した状態に保持している。このように、スプリング５２により第
一のスライダー５を遠位側に付勢しておくことにより、第一のスライダー５に把持部を設
けることなく遠位方向へのスライドが可能で、また、第二のスライダー６の近位側へのス
ライドを利用して、第一のスライダー５を、スプリング５２を圧縮しながら近位側に同時
にスライドすることもできる。これにより、第一及び第二のスライダー５、６を別々に２
つ設けてもワンハンドでの操作が可能となっている。
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【００２９】
　第二のスライダー６は、操作部本体４１スライド域の第一のスライダー５の遠位側に設
けられ、ワイヤー３のループ形成部全体がシース１から出退する範囲をスライド範囲とし
て操作部本体４１を軸に前後に可動（本例ではスライド幅１００ｍｍ）する。そして、第
二のスライダー６が第一のスライダー５と共にスプリング５２が圧縮されたスライド範囲
の近位側にあるとき、ワイヤー３全体がシース１内に収容されており、この状態から第二
のスライダー６を遠位側にスライドしていくと第二のケーブル２２を介してワイヤー３の
折り曲げ部３３、３４を設けていない側がシース１から突出してループが拡開される。尚
、本形態の第二のスライダー６には、操作部本体４内部で第二のケーブル２２（補強パイ
プ２６）の近位端部と接続するため、及び、先端のワイヤー３へ通電するための高周波発
生装置の端子接続部とするための通電性金属の接続ロット８を側面から挿着して設け、ケ
ーブル接続部８１でロー付け等により第二のケーブル２２と接続固定される。一方、該接
続ロット８の第二のスライダー６側面から外部への突出部が高周波発生装置の端子との接
続部となる。
【００３０】
　また、第二のスライダー６には、翼状に相対するスライドリング６１を設け、スライド
操作のさいに主に示指と中指あるいは中指と薬指を入れる操作把持部としている。
【００３１】
　次に、本実施の形態の内視鏡用スネアの操作及び動作について説明する。
　図５は、本形態のスネア操作前の初期状態であって、シースからワイヤーの折り曲げ部
までが突出されたループ形成前の状態を示しており、図６がその状態での突出されたワイ
ヤー部分の拡大図を示している。
　操作前の初期状態の手元操作部４は、第一のスライダー５がスプリング５２の付勢によ
り該スライダー５のスライド範囲遠位側に押圧された状態で位置され、第二のスライダー
６が該スライダー６のスライド範囲の近位側であって、第一のスライダー５によるスライ
ド分だけ近位端部から遠位側に寄った位置に、本例においては第一及び第二のスライダー
５、６が当接した状態で位置される。
【００３２】
　このとき、スネア先端側のワイヤー３は、第一及び第二のスライダー５、６の遠位側へ
のスライド分だけシース１から突出されることになり、前記した通り、このスライド分は
第一及び第二の折り曲げ部３３、３４までをシース１から突出する長さであることから、
第二の折り曲げ部３４までの長さがシース１から突出されることになる。そして、第二の
スライダー６も第一のスライダー５と同じ長さ遠位側にスライドした位置にあることから
、ワイヤー３の折り曲げ部を設けない側も同じ長さ同時に突出される。そして、このとき
第一の折り曲げ部（突起）３３がワイヤー３の突出先端部となるように設定されている。
【００３３】
　図７は、本形態のスネアのワイヤー全体がシース内に収容された状態を示し、図８は、
その先端部分の内部構造の拡大図を示している。
　前記初期状態から第一及び第二のスライダー５、６をスライド範囲の近位端にスライド
することで前記突出していたワイヤー３全体がシース１内に収容される。初期状態からの
操作は、操作部本体４１の近位端に設ける把持リング４３と第二のスライダー６に設ける
スライドリング６１を手指で把持し、相対的に近づけスプリング５２を圧縮してスライド
する。このとき、第一及び第二のスライダー５、６は同じ長さが後方にスライドされワイ
ヤー３の両端も同じだけ後退するため、この状態でも第一の折り曲げ部３３がワイヤー３
の先端部となりシース１内に収容しやすい形態となっている。
　そして、このワイヤー３をシース１内に収容した状態を維持しつつ内視鏡の鉗子孔に挿
入される。
【００３４】
　図９は、前記形態の第二のスライド手段をスライド範囲の中途までスライドして、ワイ
ヤーがループ形成した状態を示している。
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　前記ワイヤー３の全てがシース１内に収容された状態からワイヤー３を突出させる際は
、前記把持リング４４及びスライドリング６１を手指で把持し、第二のスライダー６を操
作部本体４の遠位側にスライドするが、第一のスライダー５が該スライド範囲の遠位端と
なるまではワイヤー３は両側が同時の突出し、折り曲げ部３３、３４までが突出した状態
（図５、６参照）となり、その後は、第二のスライダー６のみがスライドし、ワイヤー３
の折り曲げ部３３、３４を設けていない側のみが突出されて円環状のループが形成され、
該スライドの長さにより形成されるループ径が拡縮される。そして、第二のスライダー６
がスライド範囲の遠位端に位置されたとき最大のループ（図１、図２参照）が形成される
。
【００３５】
　次に、本形態のスネアの使用方法について手順に従い説明する。
１．高周波発生装置から延設される電極を第二のスライダー６に設けた接続ロッド８の端
子接続部に接続する。
２．把持リング４３を母指で、スライドリング６１を示指と中指あるいは中指と薬指で把
持し、スプリング５２の弾性力に抗して圧縮し、第一及び第二スライダー５、６を操作本
体部４１のスライド域の近位端に位置させ、ワイヤー３をシース１内に完全に収容した状
態でシース１を内視鏡の鉗子孔に挿入する。
３．シース１の先端部分を体内に挿入したら、把持部の力を抜きスプリング５２を自然状
態とすると、第一のスライダー５が自然にスライド範囲の遠位側に移動し、ワイヤー３が
シース１から折り曲げ部３３、３４までを突出した状態となる。
４．この状態から第二のスライダー６をスライド範囲の遠位側にスライドして行き、切除
したいポリープの大きさに適合するループまで拡開する。
５．ポリープをループ内に捕捉し、高周波を通電しながら、第二のスライダー６をスライ
ド範囲の近位側にスライドしワイヤー３のループを収縮させてポリープを切除する。
【００３６】
　図１０から図１２は本発明の第二の実施の形態の内視鏡用スネアを示し、図１０は、ワ
イヤー全体がシース内に収容されている状態、図１１は、ワイヤーが最大のループを形成
した状態の全体構成を示しており、図１２は、ループ形成されたワイヤー部分の拡大図を
示している。
　尚、本形態のスネアは、基本構成及び各部の機能は前述の第一の実施の形態のスネアと
同様であるため、前記形態との相違点以外は簡略に説明している。
【００３７】
　本形態のスネアは第一の実施の形態と同様に、シース１００、シース内に２本並列に設
ける第一及び第二のケーブル２１０、２２０、該ケーブル２１０、２２０の遠位端に接続
チップ２３０、２４０を介して両端部３１０、３２０を接続するワイヤー３００、及び、
該ケーブル２１０、２２０を介してワイヤー３００のシース１００からの出退及びループ
形成の操作をする手元操作部４００より構成される。シース１００及びケーブル２１０、
２２０は前述の形態と同様なものにより形成されており、ワイヤー３００の第一の折り曲
げ部３３０の形状、及び、手元操作部４００のみが異なる形態を示している。
【００３８】
　本例のワイヤー３００の折り曲げ部３３０、３４０は、該折り曲げ部３３０、３４０を
設定する位置やシース１００からの出退、ループ形成の機能などは第一の実施の形態と同
様とするが、第一の折り曲げ部３３０が前述の形態の突起３３ではなく、第一及び第二の
折り曲げ部３３０、３４０共にワイヤー３００をほぼ直角に折り曲げて形成され、該第一
及び第二の折り曲げ部３３０、３４０は形成されるループに対して第二の折り曲げ部３４
０は外側に向けて、第一の折り曲げ部３３０は内側に向けて曲げられ癖付けされている。
尚、本折り曲げ部３３０、３４０の構造は、癖付けによる円環状のループ形状保持力が突
起３３を形成したときに比較して弱くなることが予想され、形成される円環（ループ）の
縦横比が縦長となる可能性はあるが、第二の折り曲げ部３４０の形成が容易となる利点が
ある。
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【００３９】
　本例の手元操作部４００は、長尺筒状でスライダー５００、６００によるスライド域を
形成する操作部本体４１０と、該操作部本体４１０の遠位側に設けるシース１を接続する
シース基４２０と、近位側に設けるスライド近位端部となる端部キャップ４３０、及び、
第一及び第二のスライダー５００、６００とにより構成され、前記第一の形態と同様にシ
ース１００やケーブル２１０、２２０と接続してなるが、前形態の様に第二のスライダー
６操作により第一のスライダー５を連動して作動するものではなく、第一のスライダー５
００及び第二のスライダー６００を独立してスライド操作するもので、それぞれのスライ
ダー５００、６００にスライド操作の把持部となる、主に示指と中指あるいは中指と薬指
を挿入して用いる翼状に形成する第一及び第二のスライドリング５１０、６１０を設けて
構成した。
【００４０】
　そして、第一のスライダー５００のスライド範囲を、ワイヤー３００がシース１００内
に収容された状態（図１０参照）から、折り曲げ部３３０、３４０までがシース１００か
ら突出する状態となる長さに設定し、そのスライド範囲の近位側を操作部本体４１０の近
位端となる端部キャップ４３０に当接する位置とし、遠位側となる位置には第一のスライ
ダー５００のスライドを止めるストッパー４５０を設けて形成した。
【００４１】
　第二のスライダー６００は第一のスライダー５００の遠位側に設定し、そのスライド範
囲は、近位側を第一のスライダー５００が近位端にあるときに該第一のスライダー５００
に当接する位置（図１０参照）とし、遠位側を手元操作部本体４１０の遠位端となるシー
ス基４２０に当接する位置（図１１参照）として設定した。
【００４２】
　本形態の内視鏡用スネアは、第一及び第二のスライダー５００、６００が操作部本体４
１０の近位端側に位置されるとき、ワイヤー３００はシース１００内に全体が収納されて
おり、第一のスライダー５００の操作によりスライド範囲の遠位側にスライドされるとき
、第二のスライダー６００も同様の長さ前方にスライドされ、第一スライダー５００のス
ライド範囲の遠位端にストッパー４４０で止まったとき、ワイヤー１００の第二の折り曲
げ部３４０までがシース１００から突出される。その際、第一の折り曲げ部３３０がシー
ス１００の先端部となるように設定されている。
【００４３】
　前記折り曲げ部３３０、３４０部分のみが突出した状態から、第一のスライダー５００
を遠位側に保持した状態で、第二のスライダー６００を遠位側にスライドすると、該ワイ
ヤー３００の折り曲げ部３３０、３４０を設けない側のワイヤー３００が突出され、第二
のスライダー６００のスライド範囲で、該スライドの長さに応じた大きさのループが形成
される。
【００４４】
　本形態のスネアは、各々のスライダー５００、６００にスライド操作のためのスライド
リング５１０、６１０を設けており、それぞれをスライド操作する際に該スライドリング
５１０、６１０への手指の入れ替えが必要となることで、第一の実施の形態に比較すると
操作性が若干劣りワンハンドでの操作が困難となるが、前述の形態のようにスプリング５
２を使用しないなど器具構成を簡易なものとすることができる。尚、本形態の使用方法の
手順はスライド手段のスライド方法を除き前述の形態と同様に実施されれば良い。
【符号の説明】
【００４５】
　１．１００．　シース
　２１．２１０．　第一のケーブル
　２２．２２０．　第二のケーブル
　２３．２４．２３０．２４０．　接続チップ
　２５．２６．　補強パイプ
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　３．３００．　ワイヤー
　３１．３２．３１０．３２０．　（ワイヤー）端部
　３３．３３０．　第一の折り曲げ部（突起）
　３４．３４０．　第二の折り曲げ部
　４．４００．　手元操作部
　４１．４１０．　操作部本体
　４２．４２０．　シース基
　４３．４３０．　端部キャップ
　４４．　把持リング
　４５．４５０．　ストッパー
　５．５００．　第一のスライダー
　５１０．　第一のスライドリング
　５２．　スプリング
　６．６００．　第二のスライダー
　６１．６１０．（第二の）スライドリング
　７．８．　接続ロット
　７１．８１．　ケーブル接続部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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摘要(译)

要解决的问题：在打开和关闭电线时，无论环的大小如何，都要保持环
形状的环形，并且即使在电线突出的初始阶段也要防止电线扭曲，并保
持环路处于稳定的位置和方向提供可以以环形形状打开和关闭的内窥镜
圈套器。 解决方案：在内窥镜圈套中，形成环的线3的两端连接到在护
套1中平行布置的两根线缆21和22中的每一根的末端，当线3形成环时，
手动操作单元，用于通过在环的一侧的近端附近的预定位置处钎焊远侧
和近侧两个弯曲部分33和34来操作线3。图4所示的电缆仅包括第一滑动
装置5，用于滑动平行布置的电缆21和22，并且将电线3移出护套1，并
且电缆22连接到没有设置电线3的弯曲部分33和34的一侧。提供第二滑
动装置6以滑动和伸展和收缩线圈。 [选图]图1
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